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BEPS 行動計画 1：デジタルエコノミー

に係る税務上の課題への対応 
 

概要 

 

「税源浸食と利益移転」（「Base Erosion and Profit Shifting」、以下「 BEPS」）
プロジェクトの一環として、OECD は 2014年 3月 24日に、BEPS 行動計画 1

（「デジタルエコノミーに係る税務上の課題への対応」）の討議草案を公表し
た。 BEPS 行動計画 1 では、デジタルエコノミーによるビジネスの変化を税源
浸食を招く主な脅威の一つとしており、討議草案ではそれに対応するための提
案がなされている。 

 

当該討議草案は、 OECD 租税委員会又はその下部機関の総意を表すものではな
く、利害関係者にコメントを求めるために実質的な提案を提示することを意図
している。 

 

提案 

 

行動計画 1における OECDへの要求 

 

「現行の国際的な課税ルールの適用にあたってデジタルエコノミーがもたらす
主な困難を特定し、全体論的なアプローチを採用して、直接税及び間接税の双
方を踏まえ、これらの困難に対応するための具体的な選択肢を策定する。調査
を要する事項には以下が含まれるが、これらに限られない。一方の国の企業が
他方の国において「重要なデジタル的存在（ significant digital presence）」を有

するものの、現行の国際的な課税ルールの下では、企業が相手国との繋がりを
欠くために、当該他方の国において課税されないということ。デジタル商品・
サービスの利用によって得られる市場性のある地域に関連するデータから創造
される価値の帰属。新しいビジネスモデルから生じる所得の特性付け。関連所
得に対する源泉地ルールの適用。デジタル商品・サービスのクロスボーダー取
引に対する VAT（付加価値税）/GST（物品税）の効果的な徴収」。 

 

討議草案における 4つの主なテーマ 

 

 デジタルエコノミーの背景 

 

 デジタルエコノミーが BEPS のために創造する機会 

 

 デジタルエコノミーに関連する BEPS の問題への対応方法（その他の行

動計画での対応方法に焦点をあてている） 

 

 デジタルエコノミーによってもたらされるより広範な税務上の課題に
対応するための潜在的な選択肢に関する検討 

 

 

税務 
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討議草案で提示されている対応案 

 

1. 恒久的施設（PE）の定義の変更 
2. デジタル取引に対する源泉税課税 

 

3. 消費税（付加価値税）に関する対応案 

 

恒久的施設（PE）の定義の変更 

 

a) 準備的又は補助的な性格の活動に係る例外規定の変更 

 

PE 認定における準備的又は補助的な性格の活動に係る例外規定が変更され、又は取り消される。この案において
は、「特定の業務」において、以下の活動が事業のコアな機能を構成する場合、準備的又は補助的な性格の活動

に係る例外規定は取り消される。 

 

 企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。 

 

 企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。 

 

 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。 

 

 企業のために、物品若しくは商品を購入し又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所
を保有すること。 

 

討議草案では、「デジタルエコノミー」に対する定義付けがなされていないのと同様、上記の「特定の業務」に
対する定義付けもなされていないが、典型的なビジネスモデルが想定されている。 

 

討議草案では、 準備的又は補助的な性格の活動に係る例外規定全体の取り消しを含む、その他の複数の案につい
ても触れている。 

 

b) 「重要なデジタル的存在」をカバーする PE の定義の変更 

 

この案では、企業が特定の「完全に仮想的なデジタル活動」に従事し、かつ他方の国の経済において「重要なデ
ジタル的存在」を有する場合、当該企業は当該他方の国において PEを有すると認定することができる。 

 

c) 仮想 PE 

 

討議草案では、過去に議論されたことのあるいくつかの PE の代替的基準について改めて触れている。これに
は、「仮想の事業を行う一定の場所の PE」、「仮想代理人 PE」、「オンサイトビジネス PE」が含まれる。 

 

デジタル取引に対する源泉税課税 

 
この案では、デジタル商品・サービスに係るある国の居住者から外国の電子商取引業者への特定の支払に対して源泉
税が課される。 
 
消費税（付加価値税）に関する対応案 

 

討議草案では、デジタル取引に適用される付加価値税について、二つの案を提示している。一つ目は、低価値品の輸

入に通常適用される税額免除措置を減らし、又は取り消すことである。二つ目は、非居住者であるサプライヤーに対
して、消費者の所在地において登記を行い、かつ付加価値税を納付するよう要求することである。この案では、大き
なコンプライアンスの負担が生じると考えられる。 

 

スケジュール及び今後の作業 

 

BEPS プロジェクトのスケジュールは非常に厳しいことから、OECDは 2014 年 4月 7日までにコメントを提出するよう

要求した。2014年 9 月に予定されている最終提案の決定に向け、4 月 23 日にパリで公開討議が行なわれた。個別協議
は非常に時間を要するため、最終提案の採用には多国間協定（行動計画 15 - 2015年 12月まで）の締結を待つ必要があ
る。 

 

 

 

 



コメント 

 

急速に変化するデジタルエコノミーが世界各地の税務機関にもたらす大きな課題への取り組みは、OECDにとって最も
難しいテーマであるかもしれない。OECDは「進行中の BEPS プロジェクトにより、より有利な税率が適用されるか又
は課税されない地域に人為的に利益を移転することを目的としたストラクチャーは機能しなくなる」ことを明確に指
摘している。新しいデジタル課税に関する提案はないが、討議草案では、多国間での解決案が合意に至らない場合、
一国のみでの対応もあり得ることを暗に示しているようである。 
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